
お問合せ   ●市｜市福祉事務所（未実施の場合があります）　●町村｜県保健福祉事務所
 お問合せ   ●公立高校など｜在学する学校、または県教育委員会財務課  TEL 045－210－8251
　　　　　 ●私立高校など｜在学する学校、または県私学振興課  TEL 045－210－3793

母子・父子家庭や寡婦の方を対象に、経済的な自立や子どもの
修学のための資金貸付けを行っています。

 お問合せ   ●市｜市福祉事務所　●町村｜県保健福祉事務所

 

機関で 1年以上

公立高校など（※）や私立高校などに在学する方で、保護者の市町
村民税の所得割が一定額未満の場合、就学支援金が支給されます。
ただし、私立高校などの在学生は、保護者の所得により支給額が異
なります。
※）平成26年 4月以降に入学した方に限ります。

国民年金保険料を25年以上納めた（納付免除期限を含む）夫が、
老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合、妻に 60 歳から
65歳の間、寡婦年金が支給されます。また、保険料を3年以上
納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに
死亡し、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない
場合、死亡一時金が支給されます。
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